
を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改

正する法律（令和５年法律第１４号）の施行の日又はこの条例の公布の日の

いずれか遅い日から施行する。 

 （川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

２ 川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１６年川崎市

条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型

インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

 （川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部

改正） 

３ 川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例（平成

２４年川崎市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第３項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型

インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、所要の整備を行う

ため、この条例を制定するものである。 

 

 

議案第１１９号 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年 ９ 月 ４ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

 川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第８８号中「又は」を「、」に、「の規定」を「又は第３条の４第１

項の規定」に改め、同条中第２８７号を削り、第２８８号を第２８７号とし、

第２８９号から第２９５号までを１号ずつ繰り上げる。 

第５条中「第２条第２９３号」を「第２条第２９２号」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第８８号の改正規定は、

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業

法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）の施行の日又はこの条例

の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

 

 

  



参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

旅館業法の一部改正に伴い、旅館業を譲渡する場合の営業者の地位の承継に

ついての承認の申請に対する審査を手数料を徴収する事務に追加し、及び租税

特別措置法施行令の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定

するものである。 


